
公の施設を管理する指定管理者が決まりました。 

  町では「道の駅・とみざわ」について、指定管理者の指定に向けた手続きを進め

てきましたが、令和５年１２月定例議会で指定管理者の指定議案が可決され、「株式会

社 みいと市場」が指定管理者に指定されました。 

 

  【公募】 

 １ 施設の名称及び施設の位置 

    名 称 南部町インフォメーションセンター「道の駅・とみざわ」 

    位 置 南部町福士 28507 番地 1 

   

 ２ 指定管理者名 

    所在地 静岡県富士宮市長貫１３８５番地１１ 

    名 称 株式会社 みいと市場 

    代表者 伊藤 博 

 

 ３ 指定期間 

    令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間 

 

 ４ 選定の理由 

株式会社みいと市場は、令和３年１０月から当施設の指定管理者として、南

部町商工会を引き継ぐ形で経営をしてきた。前期２年は「地域住民のための道

の駅」をコンセプトにリニューアルし、人的・設備的に投資をしてきた。コロ

ナ禍ではあったが、食肉加工・総菜加工販売など自社の強みを生かし、生産加

工品の創出に注力し、集客増、売上増につながってきた。 

 提案内容において、地域の特産品を活用した商品開発、地元小学生との共同

開発、地域密着型道の駅を目指した出張販売などの取り組みは評価できるもの

であった。地域に住む人に喜ばれる施設として、今後は日常品のデリバリーシ

ステムの開発にも取り組んでいくという姿勢も魅力的に映った。情報発信につ

いては、インスタグラムなどを用いて若者向けに力を入れていくという内容で

あった。 

以上のことから、施設の目的に合致した管理運営が期待されるため、同社を

指定管理者として指定した。 

 

 


